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告示第１２０号 

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第９条及び第９条の２第２

項の規定により放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第１０条第１項

の規定により告示します。 

  平成２７年１１月２日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．移動理由 

自転車等放置禁止区域内及び放置禁止区域外の公共の場所に放置されていたため 

２．移動年月日、移動対象区域、移動自転車等の数量等 

（１）放置禁止区域 

移動年月日 

近鉄大和高

田駅・ＪＲ高

田駅周辺 

近鉄大和高

田駅周辺 

近鉄松塚駅

周辺 

近鉄浮孔駅

周辺 

近鉄築山駅

周辺 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

平成２７年１０月９日 １６  １９        

平成２７年１０月２６

日 
  ５        

 

（２）放置禁止区域外の公共の場所 

移動年月日 場所の区分 地区 自転車 
原動機付

自転車 

平成２７年１０月７日 道路 大和高田市南陽町地内 １  

平成２７年１０月８日 道路 大和高田市曙町地内 １  

平成２７年１０月１３日 道路 大和高田市大字池田地内 １  

平成２７年１０月１５日 道路 大和高田市本郷町地内 １  

平成２７年１０月２３日 道路 大和高田市北片塩町地内 １  

平成２７年１０月２７日 道路 大和高田市片塩町地内 １  

平成２７年１０月３０日 道路 大和高田市大字市場地内 １  

３．保管場所 

大和高田市曽大根 

大和高田市高架下臨時自転車保管所 

４．引取期間 

  告示の日から６０日間。ただし、祝日を除く。 

５．引取時間 

  午前９時～正午・午後１時～午後５時 

ただし、土曜日・日曜日は午前９時～正午 

６．引取りのための必要事項 

（１）印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）

をお持ちください。 

（２）次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。 

  ア．移動費 ２，０００円 

告 示 
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  イ．保管費 １，０００円。ただし、移動日から１４日以内は無料 

７．連絡先 

  大和高田市役所 生活安全課 電話０７４５－２２－１１０１代表 

 

告示第１２１号 

 差押調書を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住所等が不明であるため、送達

できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により、次のとおり公示

送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

平成２７年１１月６日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．この通知の発送年月日 

平成２７年１１月２日  

２．送達を受けるべき者 市役所前の掲示場に掲示済み 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第１２３号 

 平成２７年度国民健康保険税第１・２・３期の督促状を郵送により送達しましたが、その送達を受

けるべき者の住所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２０条の２の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

平成２７年１１月１２日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．この通知の発送年月日 

第１期 平成２７年８月１９日 

第２期 平成２７年９月２８日 

第３期 平成２７年１０月２６日 

２．送達を受けるべき者  市役所前の掲示場に掲示済み 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第１２４号 

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第１０条第３項の規定によ

り利用者又は所有者からの引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、大和高田市自転車等

の安全利用に関する条例施行規則（平成５年規則第３３号）第５条の規定により告示します。 

  平成２７年１１月１６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．処分の根拠 

  移動日から６０日経過したにもかかわらず、引取りがないため 

  大和高田市自転車等の安全利用に関する条例第１０条第３項及び同条例施行規則第５条 

２．処分対象自転車等の保管場所 

  大和高田市曽大根 
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  大和高田市高架下自転車保管所 

３．処分年月日 

  平成２８年３月１日 

４．処分対象自転車等の移動年月日 

  平成２７年８月１日から平成２７年８月３１日までの間 

 

告示第１２６号 

 平成２７年１２月４日大和高田市議会定例会を本市議事堂に招集する。 

  平成２７年１１月２７日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

 

告示第１２８号 

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第９条及び第９条の２第２

項の規定により放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第１０条第１項

の規定により告示します。 

  平成２７年１２月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．移動理由 

自転車等放置禁止区域内及び放置禁止区域外の公共の場所に放置されていたため 

２．移動年月日、移動対象区域、移動自転車等の数量等 

（１）放置禁止区域 

移動年月日 

近鉄大和高

田駅・ＪＲ高

田駅周辺 

近鉄大和高

田駅周辺 

近鉄松塚駅

周辺 

近鉄浮孔駅

周辺 

近鉄築山駅

周辺 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

平成２７年１１月４日 ５          

平成２７年１１月９日   １        

平成２７年１１月２４

日 
  １        

平成２７年１１月２５

日 
  １１        

 

（２）放置禁止区域外の公共の場所 

移動年月日 場所の区分 地区 自転車 
原動機付

自転車 

平成２７年１１月１７日 道路 大和高田市大字池田地内 １  

平成２７年１１月１８日 道路 大和高田市大字市場地内 １  

平成２７年１１月２７日 道路 大和高田市大字野口地内 １  

平成２７年１１月２７日 道路 大和高田市甘田町地内 １  

３．保管場所 

大和高田市曽大根 

大和高田市高架下臨時自転車保管所 

４．引取期間 

  告示の日から６０日間。ただし、祝日を除く。 
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５．引取時間 

  午前９時～正午・午後１時～午後５時。ただし、土曜日・日曜日は午前９時～正午 

６．引取りのための必要事項 

（１） 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証

等）をお持ちください。 

（２） 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。 

  ア．移動費 ２，０００円 

  イ．保管費 １，０００円。ただし、移動日から１４日以内は無料 

７．連絡先 

  大和高田市役所 生活安全課  電話０７４５－２２－１１０１代表 

 

 

 

公告第１１０号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２７年１１月６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 件  名 平成２７年度大和高田市公共施設（高圧）電力需給 

以下７案件 

① 大和高田市役所 

② 大和高田市立小学校（８校）、大和高田市立中学校（３校） 

③ 大和高田市立高田商業高等学校 

④ 大和高田市立総合体育館（大和高田市立武道館を含む。）、奈良県大和高

田第二健民運動場 

⑤ 大和高田市保健センター 

⑥ 大和高田市中央公民館 

⑦ 大和高田市文化会館 

２ 需給期間 平成２８年３月１日から平成２９年２月２８日まで 

３ 需給場所 大和高田市役所、大和高田市立小学校（８校）、大和高田市立中学校（３校）、大

和高田市立高田商業高等学校、大和高田市立総合体育館、奈良県大和高田第二健

民運動場、大和高田市保健センター、大和高田市中央公民館、大和高田市文化会

館 

４ 需給内容 各仕様書のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしてい

るものとします。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（２）電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第３条第１項の規定に基づく一

般電気事業者としての許可を得ている者、又は同法第１６条の２第１項の規定

に基づく特定規模電気事業者の届出を行っている者であること。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続

開始の申立て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる

更生事件（以下旧更生事件といいます。）に係る同法による改正前の会社更生法

（昭和２７年法律第１７２号。以下「旧法」といいます。第３０条の規定によ

る更生手続開始の申立てを含みます。）をしていない者又は申立てをされていな

い者であること。ただし、同法に基づく更生手続開始の決定（旧更生事件に係

る旧法に基づく更生手続開始の決定を含みます。）を受けた者については、更生

公 告 
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手続開始の申立てをしなかったもの又は申立てをされなかったものとみなす。 

（４）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づ

く資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（５）（１）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業

者の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当

する者でないこと。 

（６）調達物件を所定の場所に納品することができる者であること。事故発生時、

緊急対応が必要な場合に対応可能な体制が整備されていること。 

６ 競争入札参

加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり必要書類（以下｢申請

書等」という。）を参加しようとする入札案件ごとに提出し、競争入札参加資格に

ついての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しな

い者又は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に

参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札･契約情報」欄に掲載（ダ

ウンロード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（様式１） 

② 安定供給確約書（様式２） 

③ 電力供給実績一覧表（様式３）及びこれを証する書面（契約書等）の写

し 

④ 暴力団排除に関する誓約書（様式４） 

⑤ 一般電気事業者又は特定規模電気事業者を証する書面の写し 

⑥ 履歴事項全部証明書（発行後３月以内のもの） 

⑦ 印鑑証明書（発行後３月以内のもの） 

上記①、②は入札案件ごとに作成し、その他は写しを可とするが、⑤を除

く③、④、⑥及び⑦については、参加する入札案件の最も若い番号の申請書

類に必ず原本を添付すること。 

（３）申請書等の提出は、持参又は郵送（「一般書留郵便」又は「簡易書留郵便」

に限る。）とします。 

（４）受付期間 

平成２７年１１月６日（金）から平成２７年１１月２５日（水）まで。ただ

し、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６）提出場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の受領後速やかに行うものとし、その結

果は、随時、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

随時。原則、申請書の受付日から２日以内（平成２７年１１月２７日（金）

まで）に発送します。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書）に

ついての質疑

応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦ

ＡＸで、次のとおり行います。 

（１）受付期限 

平成２７年１１月２７日（金）午後５時１５分 
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（２）送信先 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２７年１１月３０日（月）午後５時１５分 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

９ 入札書の提

出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２７年１２月３日（木）入札執行日の前日であるため、この日の翌日以

降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、消費税及び地方消費税を含む見積金額を記載してください。 

１１ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参

加資格停止の措置を講じることとなります。 

１２ 開札の日

時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２７年１２月４日（金）午前１１時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１３ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定

前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１４ 落札者の

決定等 

落札者は、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った

者とします。 

１５ 契約保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴

収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加

資格停止の措置を講じることとなります。 

１６ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開

札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第１１１号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告
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します。 

平成２７年１１月１７日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工 事 名 高６枝中三倉堂１丁目･中三倉堂２丁目地内管渠工事（１０）・給配水管移設工事

（Ｇ１０） 

２ 工事場所 大和高田市中三倉堂１丁目･中三倉堂２丁目地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成２８年３月３１日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしてい

るものとします。 

（１）平成２７年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木工

事に登録している者であること。 

（２）平成２７年度大和高田市格付け等級がＣ等級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定に

よる更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づ

く資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業

者の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当

する者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履

行中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件

において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参

加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札参加資

格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は

入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田

市ホームページの「入札･契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するととも

に、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申

請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームペ

ージに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付ません。申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。 

（４）受付期間 

平成２７年１１月１８日（水）から平成２７年１１月２４日（火）まで。た

だし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 
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大和高田市役所（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その

結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２７年１１月２５日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札

説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２７年１１月１８日（水）から平成２７年１１月２６日（木）まで。た

だし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書

（仕様書）に

ついての質疑

応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦ

ＡＸで、次のとおり行います。 

（１）受付期限 

平成２７年１１月２７日（金）午後５時１５分 

（２）送信先 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２７年１１月３０日（月）午後５時１５分 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２７年１２月３日（木）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日以

降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してくだ

さい。 

１２ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参

加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日

時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２７年１２月４日（金）午後３時３０分 
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（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定

前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の

決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもっ

て入札を行った者とします。 

１６ 契約保証

金  

免除します。 

１７ 最低制限

基準比較価

格 

１０，９８０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開

札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第１１２号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２７年１１月１７日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工 事 名 大中橋橋梁補修工事 

２ 工事場所 大和高田市大中･大中東町地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成２８年３月１５日（火）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしてい

るものとします。 

（１）平成２７年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木工

事に登録している者であること。 

（２）平成２７年度大和高田市格付け等級がＣ等級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定に

よる更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づ

く資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業
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者の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当

する者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履

行中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件

において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参

加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札参加資

格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は

入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田

市ホームページの「入札･契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するととも

に、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申

請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームペ

ージに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付ません。申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。 

（４）受付期間 

平成２７年１１月１８日（水）から平成２７年１１月２４日（火）まで。た

だし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その

結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２７年１１月２５日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札

説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２７年１１月１８日（水）から平成２７年１１月２６日（木）まで。た

だし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書

（仕様書）に

ついての質疑

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦ

ＡＸで、次のとおり行います。 

（１）受付期限 
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応答 平成２７年１１月２７日（金）午後５時１５分 

（２）送信先 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２７年１１月３０日（月）午後５時１５分 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２７年１２月３日（木）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日以

降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してくだ

さい。 

１２ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参

加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日

時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２７年１２月４日（金）午後３時４０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定

前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の

決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもっ

て入札を行った者とします。 

１６ 契約保証

金  

免除します。 

１７ 最低制限

基準比較価

格 

７，４１０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開

札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 
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（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第１１３号 

次のとおり条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）を行いますので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条

の規定に基づき公告します。 

平成２７年１１月１７日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工 事 名 蔵之宮町地内雨水貯留施設整備工事・配水管布設替工事（蔵之宮町） 

２ 工事場所 大和高田市蔵之宮町地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成２８年３月３１日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしてい

るものとします。 

（１）平成２７年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木工

事に登録している者であること。 

（２）平成２７年度大和高田市格付け等級がＢ等級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）施工期間中は、土木工事に関する主任技術者又は監理技術者を専任で配置

できること。専任技術者は、３ヶ月以上の雇用関係にある者とします。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定に

よる更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（７）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づ

く資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（８）（５）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業

者の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当

する者でないこと。 

６ 競争入札参

加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札参加資

格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は

入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田

市ホームページの「入札･契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するととも

に、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（８）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申

請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームペ

ージに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付ません。申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。 

（４）受付期間 

平成２７年１１月１８日（水）から平成２７年１１月２４日（火）まで。た

だし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 
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（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その

結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２７年１１月２５日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札

説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２７年１１月１８日（水）から平成２７年１１月２４日（火）まで。た

だし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書

（仕様書）に

ついての質疑

応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦ

ＡＸで、次のとおり行います。 

（１）受付期限 

平成２７年１１月２７日（金）午後５時１５分 

（２）送信先 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２７年１１月３０日（月）午後５時１５分 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２７年１２月３日（木）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日以

降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してくだ

さい。 

１２ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参

加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日 入札書の開札は、次のとおり行います。 
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時等 （１）日時 

平成２７年１２月４日（金）午後４時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定

前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札候補

者の決定 

落札候補者は、最低制限価格と予定価格の範囲内において入札を行った者とし、

低価を示した者を優先します。 

１６ 事後審査 落札候補者を優先順位により５の（４）に係る確認審査を実施します。 

（１）審査日時 

契約監理室から対象者に対して電話連絡いたします。 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 別棟会議室 

１７ 落札者の

決定 

事後審査の結果、適格者であると判断した者を落札者とします。 

１８ 契約保証

金  

免除します。 

１９ 最低制限

基準比較価

格 

３２，１３０，０００円（消費税等抜き） 

２０ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

２１ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２２ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開

札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第１１３号の２ 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第１項の規定により事業計画を認可され、同法

第６２条第１項の規定により、図書の写しの送付を受けたので、同条第２項の規定により、次のとお

り公告し、公衆の縦覧に供します。 

  平成２７年１１月２４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．都市計画事業の種類及び名称 

   大和都市計画道路事業３・４・５７号 大和高田当麻線 

２．事業施行期間 

   平成２７年１１月２０日から平成３４年３月３１日まで 

３．都市計画の案の縦覧場所 

   大和高田市環境建設部都市計画課 

 

公告第１１４号 
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大和高田市営住宅条例（平成９年条例第３４号）第４条第１項の規定により市営住宅の入居者を公

募するので、同条第２項の規定により、次のとおり公告する。 

  平成２７年１２月 １日 

大和高田市長 吉 田 誠 克    

１．市営住宅の名称等 

名称 

(団地名) 
所在地 規格 

戸

数 
家賃 

礒 野 
礒野北町１４番１

－１０３号 
３Ｋ １ 

①９，８００ ②１１，３００③１２，９００ 

④１４，６００⑤１６，６００⑥１９，２００ 

礒 野 
礒野北町１４番２

－１０４号 
３Ｋ １ 

①１０，２００②１１，８００③１３，５００ 

④１５，３００⑤１７，４００⑥２０，１００ 

礒 野 
礒野北町１４番２

－２０３号 
３Ｋ １ 

①１０，２００②１１，８００③１３，５００ 

④１５，３００⑤１７，４００⑥２０，１００ 

礒 野 
礒野北町１４番３

－１０４号 
３ＤＫ １ 

①１１，３００②１３，１００③１５，０００ 

④１６，９００⑤１９，３００⑥２２，３００ 

礒 野 
礒野北町１４番４

－４０６号 
３ＤＫ １ 

①１２，２００②１４，１００③１６，２００ 

④１８，２００⑤２０，９００⑥２４，１００ 

西坊城 

大字西坊城３２２

番地２（４０７号室

) 

３ＤＫ １ 
①２１，７００②２５，０００③２８，６００ 

④３２，２００⑤３６，９００⑥４２，５００ 

サンライ

ズ 

材木町６番２７－

１１０号 
３ＬＤＫ １ 

①２６，０００②３０，０００③３４，３００ 

④３８，７００⑤４４，２００⑥５１，０００ 

サンライ

ズ 

材木町６番２７－

１１２号 
３ＬＤＫ １ 

①２６，０００②３０，０００③３４，３００ 

④３８，７００⑤４４，２００⑥５１，０００ 

サンライ

ズ 

材木町６番２７－

４１２号 
３ＬＤＫ １ 

①２６，０００②３０，０００③３４，３００ 

④３８，７００⑤４４，２００⑥５１，０００ 

備考 

  １．礒野団地については、全て単身者（資格２－（２）のア～コに該当者）可です。 

  ２．西坊城団地及びサンライズ団地においては、上記の表に掲げる家賃とは別に、駐車場使用料

（月額２，０００円）が必要です。 

  ３．家賃は、次のとおりとする。 

    ア．一般世帯の場合は、所得に応じて、上記の表の①～④の４段階 

    イ．高齢者世帯又は障害者世帯（裁量階層世帯）の場合は、所得に応じて、上記の表の①～

⑥の６段階 

２．入居者資格 

市営住宅を申し込むには、申込時に次の（１）から（６）までの条件の全てを具備していること。 

 （１） 公募の日（平成２８年１月８日）において、３か月以上大和高田市内に居住している者又

は大和高田市内に勤務している者（外国人の方にあっては、外国人登録済であること。）であ

ること。 

 （２） 現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の

事情にある者又は指定入居日から３か月以内に入籍予定の婚姻の予約者を含む。）があること。

ただし、次のいずれかに該当する者（身体上又は精神上著しい障害があるため常時の介護を

必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難であると認められる者を除く。）にあ



平成２７年１２月１０日（木）       大 和 高 田 市 公 報              第３２３号 

 17 

っては、この限りでない。 

    ア．申込日時点の満年齢が６０歳以上の者。ただし、昭和３１年４月１日以前に生まれた者

については、従前どおり５０歳以上で申し込むことができる。 

    イ．身体障害者手帳の交付を受けている者（障害の程度が１級から４級まで） 

    ウ．精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者（障害の程度が１級から３級まで） 

    エ．療育手帳の交付を受けている者（障害の程度がウと同程度） 

    オ．戦傷病者手帳の交付を受けている者（障害の程度が恩給法（大正１２年法律第４８号）

別表第１号表の２の特別項症から第６項症まで又は同法別表第１号表の３の第１款症であ

ること。） 

    カ．厚生労働大臣の認定を受けている原子爆弾被爆者 

    キ．生活保護を受けている者 

    ク．海外からの引揚者（引き揚げた日から５年以内の者） 

    ケ．ハンセン病療養所入所者等 

    コ．配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成１３年法律第３１号。

以下「法」という。）第１条第２項に規定する被害者で次のいずれかに該当する者 

     （ア） 法第３条第３項第３号の規定による一時保護又は法第５条の規定による保護が終

了した日から起算して５年を経過していない者 

     （イ） 法第１０条第１項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令

がその効力を生じた日から起算して５年を経過していない者 

（３） 公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号）の規定による収入（月額）が１５万８千円以下

であること。ただし、次のいずれかに該当する場合については２１万４千円以下まで認めら

れます。 

    ア．申込者又は同居予定者に次のいずれかに該当する者がある場合 

     （ア） 次のいずれかに該当する者 

        ○ア  身体障害者手帳の交付を受けている者（障害の程度が１級から４級まで） 

○イ  精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者（障害の程度が１級又は２級） 

○ウ  療育手帳の交付を受けている者（障害の程度が○イと同程度） 

     （イ） 戦傷病者手帳の交付を受けている者（障害の程度が恩給法（大正１２年法律第４

８号）別表第１号表の２の特別項症から第６項症まで又は同法別表第１号表の３の

第１款症であること。） 

     （ウ） 次のいずれかに該当する者 

        ○ア  厚生労働大臣の認定を受けている原子爆弾被爆者 

        ○イ  海外からの引揚者（引き揚げた日から５年以内の者） 

        ○ウ  ハンセン病療養所入所者等 

    イ．申込者が満６０歳以上の者であり、かつ、同居予定者のいずれもが満６０歳以上又は満

１８歳未満の者である場合 

    ウ．同居予定者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合 

（４） 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。 

（５） 市税等を滞納していない者であること。 

（６） 入居予定者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと。 

３．募集案内･申込書の配布期間及び配布場所 

 （１） 配布期間 平成２８年１月８日から同月２２日まで（土、日及び祝祭日を除く。） 

 （２） 配布場所 大和高田市役所環境建設部建築住宅課 

４．申込書受付期間及び受付場所 

 （１） 受付期間 平成２８年１月８日から同月２２日まで（土、日及び祝祭日を除く。） 
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 （２） 受付場所 大和高田市役所環境建設部建築住宅課 

５．申込方法及び受付について 

（１） 市営住宅入居申込書に必要事項を記入し、市税等納付状況等調査及び暴力団員調査同 

意書を添付の上、持参してください。郵送による申込みはできません。 

 （２） 申込みは、１世帯１住宅に限ります。 

 （３） 申込書及び提出書類は、一切返却しません。 

 （４） 市税等納付状況等調査同意書により調査を実施し、市税等に滞納が無い場合等に受付 

番号（公開抽選番号）を付した通知書を送付します。滞納等のある場合は、不受理文書 

を送付します。 

６．選考方法の概略 

  公募している市営住宅の１戸に対して複数の申込者がある場合は、当選者及び補欠当選者２名を

決定するため、次の日時及び場所で公開抽選を行います。公募している市営住宅の１戸に対して申

込者が１名の場合は、当該申込者が当選者となります。 

 （１） 公開抽選の日時 平成２８年１月２８日 午後２時から 

 （２） 公開抽選の場所 大和高田市役所 ３階東会議室 

７．入居資格審査と入居予定者の決定 

 （１） 入居資格審査を行うため、建築住宅課から当選者に対して、必要な書類の提出について案

内します。 

 （２） 当選者の入居資格審査は、建築住宅課で行いますので、指定された日に（１）で案内した

書類を持参してください。 

 （３） （２）で提出された書類を確認するため、実態調査を行ないます。 

 （４） （３）の実態調査の結果、市営住宅入居申込書及び（２）で提出された書類の記載事項が

事実と相違していた当選者は、失格となります。この場合、補欠順位の若い補欠当選者が繰

り上がりで当該住宅の当選者となり、入居資格審査を行います。 

 （５） 入居資格審査を行えない当選者は、失格となります。この場合、補欠順位の若い補欠当選

者が繰り上がりで当該住宅の当選者となり、入居資格審査を行います。 

 （６） 当選者が入居資格審査に合格してはじめて、入居予定者となります。 

 （７） （４）又は（５）において繰り上がる補欠当選者がない場合は、再度、入居者募集を行い

ます。 

８．入居手続 

 （１） 入居予定者に対して入居手続通知書を郵送します。ただし、入居予定者が婚姻の予約者の

場合は、原則として入籍の確認後に入居手続を行います。 

 （２） 入居手続日（鍵渡しの日）には、次の書類等が必要です。 

    ア．連帯保証人の住民票抄本、市町村税務関係課発行の直近の所得証明書及び印鑑登録証明

書 

    イ．入居予定者の実印及び印鑑登録証明書 

    ウ．その他市長が必要とする書類 

 （３） 入居手続の日時及び場所については、（１）の入居手続通知書で通知します。 

 （４） 入居を辞退する場合は、入居予定者が書面により辞退届を提出してください。 

９．入居可能日、家賃の支払い方法その他必要な事項については、入居手続時に説明します。 

 

 

 

選挙管理委員会告示第７１号 

 大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

選挙管理委員会 
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  平成２７年１１月６日 

                             大和高田市選挙管理委員会 

委員長 西 川 勝 彦   

１．日 時  平成２７年１１月１３日（金）午前９時 

２．場 所  大和高田市大字大中１００番地１ 

大和高田市役所３階中央会議室 

３．議 案  第１号 公職選挙法第２８条第１号、第２号及び第３号の規定による抹消について 

       第２号 その他 

 

選挙管理委員会告示第７２号 

 大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  平成２７年１１月２５日 

                             大和高田市選挙管理委員会 

委員長 西 川 勝 彦   

１．日 時  平成２７年１２月２日（水）午前９時 

２．場 所  大和高田市大字大中１００番地１ 

大和高田市役所３階中央会議室 

３．議 案  第１号 公職選挙法第２８条第１号、第２号及び第３号の規定による抹消について 

       第２号 選挙人名簿の定時登録について 

第３号 選挙人名簿抄本閲覧状況の公表について 

第４号 その他 

 

選挙管理委員会告示第７３号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２３条第１項及び第３０条の７第１項の規定により、

平成２７年１２月３日から同月７日までの間、縦覧に供する選挙人名簿に登録した者の氏名及び住所

等を記載した書面並びに在外人名簿に登録した者の氏名及び経由領事官の名称等を記載した書面の縦

覧場所は、次のとおりである。 

  平成２７年１１月２５日 

大和高田市選挙管理委員会 

委員長 西 川 勝 彦   

   縦覧場所 大和高田市大字大中１００番地１ 

        大和高田市役所３階選挙管理委員会事務局 

 

 

 

農業委員会告示第１１号 

 大和高田市農業委員会１２月定例委員会を次のとおり招集する。 

  平成２７年１１月２６日 

大和高田市農業委員会 

会長 松 田 榮 義   

記 

日時  平成２７年１２月２日（水）午後３時 

場所  市役所３階東会議室 

議案 

第１号 農地法第３条第１項について申請の件 

農業委員会 
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第２号 農地法第５条規定による申請の件 

第３号 農地法第１８条第６項規定による通知の件 

第４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項規定による農用地利用集積計画について 

第５号 その他 

 

 

 

水道事業告示第９号 

大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者規程（平成１０年企業管理規程第２号）第７条の規定

により、次の者から大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者の廃止の届出がありましたので、同

規程第１０条第２号の規定により告示する。 

平成２７年１２月１日 

水道事業管理者      

大和高田市長 吉 田 誠 克   

業者名    有限会社 北西工業 

代表者名   河島 信行 

所在地    奈良市西九条町２丁目２－２２ 

 

水道事業公告第１９号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２７年１１月１７日 

水道事業管理者      

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工 事 名 配水管布設替工事及び消火栓新設工事（西三倉堂１丁目） 

２ 工事場所 大和高田市西三倉堂１丁目出地内  

３ 工事期間 契約締結日から平成２８年３月３１日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしてい

るものとします。 

（１）平成２７年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の管工事

（水道）に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）耐震継手配管技能者を配置することができる者であること。 

（４）石綿作業主任者を配置することができる者であること。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定に

よる更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（７）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づ

く資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（８）（５）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業

者の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当

する者でないこと。 

公営企業 
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（９）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履

行中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（１０）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案

件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参

加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札参加資

格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は

入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式（管工事（水道）用）によるものとします。様式

については、大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウン

ロード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（８）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申

請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームペ

ージに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受

け付けません。申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。 

（４）受付期間 

平成２７年１１月１８日（水）から平成２７年１１月２４日（火）まで。た

だし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その

結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２７年１１月２５日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書）の

閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札

説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２７年１１月１８日（水）から平成２７年１１月２６日（木）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧等の場所  

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市水道事業庁舎３階会議室 

９ 入札説明書

（仕様書）に

ついての質疑

応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦ

ＡＸで、次のとおり行います。 

（１）受付期限 

平成２７年１１月２７日（金）午後５時１５分 

（２）送信先 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 
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ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２７年１１月３０日（月）午後５時１５分 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２７年１２月３日（木）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日以

降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してくだ

さい。 

１２ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参

加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日

時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２７年１２月４日（金）午後２時３０分 

（２）場所 

  大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点にお

いて５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の

決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもっ

て入札を行った者とします。 

１６ 契約保証

金  

免除します。 

１７ 最低制限

基準比較価

格 

１１，９４０，０００円 （消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開

札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 

 


